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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年９月５日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　午前１０時１８分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 村上英明  委　　員 森西　正

委　　員 安藤　薫  委　　員 上村高義  委　　員 三宅秀明

議　　長 三好義治  副 議 長 川端福江  

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局次長　野杁雄三 同局主査　中井真穂 

同局書記　杉本　徹 同局書記　湯原正治

１．案件

・平成１９年第３回定例会審議日程及び議事日程について
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（午前１０時　開会）

○柴田委員長　ただ今から議会運営委員

会を開会します。まず、理事者からごあ

いさつを受けることにします。

　副市長。

○小野副市長　おはようございます。９

月に入りましてまだまだ残暑厳しく、ま

た皆様方には何かとご多忙の中、議会運

営委員会を開催賜りましてありがとうご

ざいます。来たる１０日から開催されま

す第３回定例会で各会計の決算認定８件、

議案関係では三会計の補正予算、条例制

定及び改正議案６件、計１７件の上程を

予定させて頂いております。案件の概要

につきましては総務部長からご説明申し

上げたいと思います。それではよろしく

お取り計らい賜りますようお願い申し上

げまして挨拶とさせて頂きます。よろし

くお願いいたします。

○柴田委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、三宅委

員を指名します。それでは、第３回定例

会の提出議案について概略説明をお願い

します。

　総務部長。

○奥村総務部長　それでは、第３回定例

会提出議案の概略説明をさせていただき

ます。

　まず、認定第１号から認定第８号は、

平成１８年度摂津市一般会計歳入歳出決

算認定の件、その他事業会計、特別会計

の決算認定の件でございます。お手もと

に配布させていただいております平成１

８年度各会計決算一覧表に基づきまして

説明させていただきます。

　まず、認定第１号、平成１８年度摂津

市一般会計歳入歳出決算認定の件でござ

います。歳入決算額３２０億５，６０５

万４，１６６円、歳出決算額３１８億３，

０９７万７，０２７円、歳入歳出差引額

２億２，５０７万７，１３９円、翌年度

へ繰り越すべき財源として１，９２６万

１，０００円、実質収支額２億５８１万

６，１３９円となっております。

　次に、認定第２号、平成１８年度摂津

市水道事業会計決算認定の件でございま

す。収益的収入及び支出の欄でございま

すが、収入額といたしまして２６億９，

０８７万１，５４９円、支出額では２２

億６，４４１万１，９４１円となり、差

引額では４億２，６４５万９，６０８円

の黒字となっております。資本的収入及

び支出では、収入額１億３１９万円、支

出額７億３，４５４万６，８１２円、差

引額６億３，１３５万６，８１２円の赤

字となっております。

　次に、認定第３号、平成１８年度摂津

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定の件についてですが、歳入決算額は８

７億７，５２４万１，７６８円となり、

歳出決算額８９億６，７００万５２円、

歳入歳出差引額１億９，１７５万８，２

８４円の赤字となっております。

　次に、認定第４号、平成１８年度摂津

市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認

定の件でございますが、歳入決算額４７

億５，６０３万７，７９１円、歳出決算

額４７億４，８９４万２，３２９円、歳

入歳出差引額７０９万５，４６２円となっ

ております。

　認定第５号は平成１８年度摂津市財産

区財産特別会計歳入歳出決算認定の件で

ございます。歳入決算額１４億７，２０

８万３，８１７円、歳出決算額４，４５

１万１，２５３円、歳入歳出差引額１４

億２，７５７万２，５６４円となってお

ります。

　次に、認定第６号、平成１８年度摂津

市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定の件ですが、歳入決算額５８億９，
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３６０万７，５１５円、歳出決算額６１

億３，５６４万３，４４７円、歳入歳出

差引額２億４，２０３万５，９３２円の

赤字となっており、翌年度に繰り越すべ

き財源として４万１，０５０円、実質収

支額２億４，２０７万６，９８２円の赤

字決算となっております。

　次に、認定第７号、平成１８年度摂津

市パートタイマー等退職金共済特別会計

歳入歳出決算認定の件では、歳入決算額、

歳出決算額とも２，６１８万８，１５５

円と同額となっており、歳入歳出差引額

は０円となっております。

　認定第８号は、平成１８年度摂津市介

護保険特別会計歳入歳出決算認定の件で

ございます。歳入決算額３０億６，３３

１万３，２９６円、歳出決算額２９億９，

９４０万３，４８５円、歳入歳出差引額

６，３９０万９，８１１円となっており、

翌年度繰越財源４０５万３，０００円、

実質収支額５，９８５万６，８１１円と

なっております。

　続きまして、議案について説明させて

いただきます。

　議案第４６号は平成１９年度摂津市一

般会計補正予算第２号でございます。既

定の予算額３０４億９，０７６万円に３

億７４万９，０００円を追加し、補正後

額３０７億９，１５０万９，０００円と

いたすものでございます。歳出の主なも

のとして、土地開発公社補給金２，５０

０万円、平成１８年度実質収支額の積立

金１億３００万円、介護給付費等の請求

受付及び支払業務の変更に伴なう経費と

して７，３８０万円、ＪＲ千里丘駅エレ

ベーター設置補助金の追加分として２，

５８５万４，０００円等を補正計上いた

しております。

　議案第４７号は、平成１９年度摂津市

公共下水道事業特別会計補正予算第３号

でございます。既定予算に６７０万円を

追加し、補正後額６０億２，７３９万５，

０００円とするものであります。歳出と

いたしまして、公共下水道事業再評価業

務委託料を計上し、同額、一般会計から

の繰入金を計上しております。

　次に、議案第４８号は、平成１９年度

摂津市介護保険特別会計補正予算第２号

でございます。既定予算に６，７６２万

６，０００円を追加し、補正後額３２億

６，２０４万６，０００円とするもので

あります。歳出の主なものとしては、介

護保険給付費準備基金積立金３，２０７

万３，０００円、平成１８年度決算に伴

なう精算として一般会計への繰出金２，

２７２万２，０００円、過年度分国庫府

費返還金１，３０３万４，０００円等と

なっております。

　議案第４９号は摂津市南千里丘周辺地

区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例制定の件でございます。

これは建築基準法、都市緑化法の規定に

基づき、南千里丘周辺地区の区域内にお

ける建築物の敷地、構造及び用途に関す

る制限並びに建築物の緑化率の最低限度

を定めるものであります。第１条から第

４条までは総則を、第５条から第９条ま

では建築物の敷地、構造及び用途に関す

る制限を、第１０条から第１２条までは

建築物の緑化率の最低限度を規定してお

ります。第１３条、第１４条は雑則、第

１５条から第１７条までは罰則を規定し

ております。なお、附則として、この条

例は、平成１９年１０月１日からの施行

としております。

　次に議案第５０号は政治倫理の確立の

ための摂津市長の資産等の公開に関する

条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいます。これは、平成１７年１０月に

公布されました郵政民営化法が、一部を
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除き、平成１９年１０月１日から施行さ

れることにより、また証券取引法の改正

に伴ない、改正いたすものであります。

第２条の「郵便貯金」「通常郵便貯金」

の文言及び「金銭信託」に係る部分を削

除し、「証券取引法」を「金融商品取引

法」に改めるものであります。平成１９

年９月３０日からの施行としております。

　議案第５１号は摂津市税条例の一部を

改正する条例制定の件でございます。

これは信託法の全面改正に伴なう地方税

法の改正により改正するものであります。

法人市民税について信託段階で課税され

る信託の類型を法人課税信託とする整備

がされたことをうけ、法人課税信託の引

き受けを行うことにより法人税を課税さ

れる個人で市内に事務所又は事業所を有

するものを市民税の納税義務者に加える

ものであります。また、郵政民営化に伴

ない、固定資産税における課税標準額に

特例が設けられることから条文整備も行っ

ております。

　この条例は平成１９年９月３０日から

の施行としており、郵政民営化の改正規

定は平成１９年１０月１日からとしてお

ります。

　続きまして、議案第５２号は摂津市民

文化ホール条例の一部を改正する条例制

定の件でごさいます。先ほどの議案第４

９号にありましたように、南千里丘周辺

地区での区画整理事業が具体化してまい

りました。このためふれあい広場への交

通安全自動車協会の移転や整地工事等に

より、ふれあい広場が使用停止となりま

す。よって、ふれあい広場を廃止するた

め条例を改正するものであります。施行

日は平成２０年４月１日からとしており

ます。

　議案第５３号は摂津市特別業務地区に

おける建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例制定の件でございます。

これは議案第４９号の「摂津市南千里丘

周辺地区地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例」との整合性を確

保するため、罰金刑の上限を「２０万円」

から「５０万円」に引き上げるものであ

ります。施行日は平成１９年１０月１日

からとしております。

　議案第５４号は摂津市水道企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例制定の件でございます。

雇用保険法の改正に伴い、失業者の退職

手当の受給資格のうち勤続期間を「６月」

から「１２月」に改めるものであります。

施行日は平成１９年１０月１日からとし

ております。

　以上、提出案件の概略説明をさせてい

ただきました。なお、郵政民営化に伴な

う変更で、現在摂津市情報公開条例及び

摂津市個人情報保護条例の一部を改正す

る条例制定の件につきまして、関係部局

と最終調整を行っております。調整が終

わりましたら追加議案として提案いたし

たいと考えておりますので、どうかよろ

しくご配慮のほどお願い申し上げます。

○柴田委員長　説明が終わりました。こ

の際、何か質問があればお受けします。

　安藤委員。

○安藤委員　今、ご説明頂いた中で、情

報公開と個人情報について、ほかの条例

案と同じように郵政民営化法案に基づい

たものでありますので、当初からなぜ準

備ができてないのか。「調整がついたか

ら」ということでありますけれども、こ

の議運には間に合わなかったという理由

がありましたら。

○柴田委員長　私の方から。これはね、

議会と、それから行政とがひとつになっ

て情報公開を同時にやってますので、議

会の方の中でも。その所管がこの議会運
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営委員会にありますので，まずそこで一

応、一定の結論を出してあげて、むこう

と図ると、そういう意味のことをおっしゃっ

てた。そういうことなので、そういう風

に理解してください。

　ほかにないですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　無いようでしたら以上で

質問を終わります。

　理事者の皆さんは退席頂いて結構です。

暫時休憩いたします。

（午前１０時１４分　休憩）

（午前１０時１５分　再開）

○柴田委員長　再開します。それでは、

第３回定例会の審議日程及び議事日程に

ついて、事務局から説明をお願いします。

中井主査。

○中井主査　それでは、第３回定例会の

審議日程等の事務局案について説明申し

上げます。

　まず、会期は、９月１０日から９月２

８日までの１９日間でございます。審議

日程につきましては、本会議初日の９月

１０日は、付託案件について提案理由の

説明、質疑、委員会付託でございます。

この日の午後５時１５分が議会議案の届

出締切でございます。

　１１日が建設及び民生常任委員会、１

２日は総務及び文教常任委員会でござい

ます。また、１２日の正午が一般質問の

届出締切でございます。１３日は駅前等

再開発特別委員会、２０日が議会運営委

員会、２５日は本会議で、一般質問。２

６日の本会議では、一般質問に続き、休

会分の委員長報告、採決の後、議会議案

の審議となっております。２７日及び２

８日の本会議は、役員改選でございます。

また、２８日の本会議終了後開催いただ

く議会運営委員会は、次の定例会の審議

日程の仮決定をお願いするものでござい

ます。以上が審議日程案でございます。

　続きまして、２ペ−ジからの議事日程

について説明申し上げます。まず、９月

１０日につきましては、日程１が会期の

決定。日程２が認定第１号など１７件で、

提案理由の説明ののち、所管の委員会に

付託で、このうち認定第１号から認定第

８号までの決算審査につきましては、閉

会中の継続審査でございます。

　次に、３ページでございますが、２５

日は、一般質問でございます。２６日に

つきましては、日程１、一般質問ののち、

日程２が、議案第４６号、平成１９年度

一般会計補正予算など付託案件の９件で、

委員長報告、採決となります。

　次に、２７日及び２８日につきまして

は、議会役員の改選でございまして、議

事日程につきましては、両日とも、常任

委員会委員及び議会運営委員会委員選任

の件でございます。以上が議事日程でご

ざいます。

　次に、議案付託表につきましては、ご

覧のとおり、総務、建設、文教、民生の

各常任委員会と議会運営委員会及び駅前

等再開発特別委員会で審査いただく案件

でございます。

　なお、認定第１号から認定第８号まで

の決算審査につきましては、閉会中の継

続審査でございます。

　最後の所管別分割表につきましては、

認定第１号、平成１８年度一般会計歳入

歳出決算、及び、議案第４６号、平成１

９年度一般会計補正予算について、各常

任委員会と議会運営委員会、特別委員会

で審査いただく内容でございます。

　以上、事務局案の説明といたします。

○柴田委員長　今、事務局から説明があ

りましたとおりで、よろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　それでは、そのように決
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定します。以上で、本委員会を閉会しま

す。

（午前１０時１８分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

議会運営委員長 柴 田 繁 勝

議会運営委員  三 宅 秀 明
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